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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年６月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 作業員死亡 

発生日時 令和５年９月１４日 １４時１５分ごろ 

（死亡時刻：令和５年９月１４日 １６時０９分ごろ） 

発生場所 宮城県石巻市石巻港日和ふ頭２号岸壁 

 石巻港雲雀
ひ ば り

野
の

防波堤灯台から真方位０２６°１.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３８°２５.１′、東経１４１°１６.６′） 

事故の概要  貨物船第三十一千代
ち よ

丸は、荷役作業中、作業員が死亡した。 

事故調査の経過 令和５年９月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

貨物船 第三十一千代丸、４９９トン 

１４０１８５、有限会社幸宝海運（船舶所有者）、南光運輸株式会

社（港運会社、Ａ社） 

 ７６.２３ｍ×１２.００ｍ×７.０１ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成１７年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 ７０歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５３年４月２８日 

免 状 交 付 年 月 日 令和２年１２月８日 

免状有効期間満了日 令和８年２月１３日 

作業責任者 ４７歳 

作業員Ａ ２０歳 

 死傷者等 死亡 １人（作業員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、石巻港日和ふ頭２号岸壁に右舷着けで係留中、令和５年９

月１４日０８時００分ごろ、飼料（ふすま）の荷役作業を開始した。 

荷役作業は、岸壁上のクレーン車がクラブバケットで船倉内の飼料

を陸揚げし、船倉内に配置したブルドーザー及び作業員が“飼料をな

らしてクラブバケットの下へ集める”（以下「サライ」という。）作業

を行うものであった。 
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作業責任者は、作業員Ａをブルドーザーによるサライ作業に、他の

作業員２人のうち１人を左舷甲板上からクレーン操縦者に合図を送る

作業に、もう１人を人力によるサライ作業にそれぞれ当たらせるとと

もに、自身は左舷甲板上から全体の作業指揮をとっていた。 

作業責任者は、１３時００分ごろ、船倉船尾側の飼料の荷役作業が

終盤となり、人力で船倉の底が見えるまで、飼料を船首側へかき出す

作業（以下「底出し作業」という。）の段階になったので、指揮を行っ

ていた左舷甲板上から船倉内に下りて、人力によるサライ作業を行っ

ていた作業員と共に底出し作業を開始した。（写真１、２、図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業責任者は、１４時１０分ごろ、船首側でクラブバケットが飼料

をつかめなくなってきたので、作業員Ａに対して、船首側へ移動して

図１ 本事故発生時の作業員の配置状況 

クレーン 

    岸壁 

作業員Ａが操縦す

るブルドーザー 

船倉内 

クレーンに合図を送る作業員 

（終始、デッキ上） 

作業責任者及び作業員 

底出し作業中 

作業責任者 

１３時００分ごろまでデッキ上 

排土板 

エンジンルーム 

運転席 

写真２ ブルドーザー 

写真１ 荷役作業状況 

クラブバケット 

飼料（ふすま） 
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サライ作業を行うよう指示し、引き続き、他の作業員１人と共に底出

し作業を行った。 

作業責任者は、１４時１５分ごろ船首側から衝撃音が聞こえたので

駆け寄ったところ、ブルドーザーが船倉船首側隔壁に衝突して停止

し、作業員Ａが飼料の山とブルドーザーの中間付近に倒れていたのを

認めた。（写真３～７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右舷側 

写真５ ブルドーザーの移動経路３ 

右舷側 

写真４ ブルドーザーの移動経路２ 

船首側 

右舷側 

写真３ ブルドーザーの移動経路１ 
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作業責任者は、作業員Ａがブルドーザーから転落したことに気付

き、直ちに本事故の発生をＡ社に連絡するとともに、救急車を手配し

た。 

作業員Ａは、救急車により石巻市内の病院に搬送されたものの、

１６時０９分ごろ、医師により死亡が確認され、死因は重症頭部外傷

と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) ブルドーザーの状況 

ブルドーザーは、車体重量４.８３トン、全長３.８４ｍ、車体

最下部から運転席までの高さが１.４５ｍで、シートベルトが装備

されていなかった。 

(2) 本事故時の状況 

作業責任者及び底出し作業中の作業員は、事故発生直前まで

は、作業員Ａが当日のサライ作業中も排土板を下げて山を押し崩

しながら作業を行っていたので、排土板で飼料を押さないで移動

するとは思わず、底出し作業を続けていた。 

作業責任者は、作業員１人と共に船倉で船尾側から船首側へ向

排土板 

エンジンルーム 

写真６ 作業員Ａが転落した場所 

事故発生場所 

船首側 

写真７ 事故発生場所 
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けて底出し作業を行っていたので、飼料の山の登り口側（船尾

側）が比較的緩やかで、下り口側（船首側）が急勾配であること

に気付かなかった。 

作業責任者は、本事故後の部内調査等でブルドーザーの排土板

が少し上がった状態であったことを知り、その状況から、ブル

ドーザーが飼料の山の頂部を越えて船首側へ下った際に前傾状態

となり、作業員Ａが運転席から前方へ投げ出されて転落し、前進

状態で無人となったブルドーザーに轢
ひ

かれたものと判断した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 作業員Ａの死因は、重症頭部外傷であった。 

 本船は、石巻港で荷役作業中、作業員Ａが、シートベルトが未装備

のブルドーザーを操縦して船倉内を移動する際、排土板が少し上がっ

た状態で飼料の山を登ったことから、頂部から下ったところ、ブル

ドーザーが前傾状態となり、操縦席から投げ出されて転落し、ブル

ドーザーに轢かれたことにより、死亡したものと考えられる。 

 作業員Ａは、飼料の山の登り口が緩やかであったことから、排土板

が少し上がった状態で移動したものと考えられるが、本人が死亡して

おり、その状況を明らかにすることはできなかった。 

 作業責任者は、作業員Ａが排土板で山を押し崩しながら移動する手

順を既に習得済みであり、また、当日の作業においても本事故発生直

前までは、山を押し崩しながら移動していたことから、排土板で飼料

を押さないで移動するとは思わず、底出し作業を続けたものと考えら

れる。 

 ブルドーザーの運転席にシートベルトが未装備であったことは、作

業員Ａが操縦席から投げ出されたことに関与したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、石巻港で荷役作業中、作業員Ａが、シートベル

トが未装備のブルドーザーを操縦して船倉内を移動する際、排土板が

少し上がった状態で飼料の山を登ったため、頂部から下ったとこ

ろ、ブルドーザーが前傾状態となり、操縦席から投げ出されて転落

し、ブルドーザーに轢かれたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本事故後、再発防止策として次の措置等を講じた。 

・安全対策が確立されるまでブルドーザーを使用禁止とする。 

・契約社員を含む港運部の部門緊急安全ミーティングを３回開催

し、本事故の概要説明、シートベルトの装着の徹底の指示、各作

業リスクの抽出の指示等を実施した。 

・ブルドーザーにシートベルトを元通りに装備し、ヘッドガード

（運転席の屋根）を増設した。 
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・グラブバケットを使用するなどして船倉内のブルドーザーの通行

路の高低差をなくす。 

・ブルドーザー等の重機の操縦講習について、現場でのＯＪＴのみ

で行っていた作業の具体的なカリキュラムの作成、力量判断基準

等を設定した。 

・見習い者の配置の際は、指導員の追加配置を行う。 

・作業責任者は、荷役作業中、監督業務に専従する。 

・作業責任者と重機操縦者の連絡手段として、無線機を配備した。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・作業員は、ブルドーザーで飼料等の山を越えて移動する際、傾斜

の緩急にかかわらず、排土板を下げて山を押し崩しながら移動す

ること。 

・荷役作業でブルドーザーを使用する会社は、ブルドーザーにシー

トベルトを装備し、また、作業員は、ブルドーザーを操縦する

際、シートベルトを確実に装着すること。 

・作業責任者は、監督業務に専従するとともに、ブルドーザーが移

動する際には、事前にその通行路等の状況を確認し、ブルドー

ザー操縦者に必要な指示等を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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